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宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 
１ 

議案第１２号 
宇土市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例を廃

止する条例について 
２ 

議案第１３号 
宇土市職員の育児休業等に関する条例及び宇土市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 
３ 

議案第１４号 
宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について 
５ 

議案第１５号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 
６ 

議案第１６号 
宇土市網津防災センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について 
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議案第１７号 
宇土市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
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議案第１８号 
宇土市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の

一部を改正する条例について 
９ 

議案第１９号 宇土市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について １０ 
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宇土市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例につ

いて 
１２ 
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る条例の一部を改正する条例について 
１３ 

議案第２２号 
宇土市農業振興地域整備促進協議会条例の一部を改正する条

例について 
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議案第２３号 宇土市下水道条例の一部を改正する条例について １５ 

議案第２４号 
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に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する
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１６ 
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別冊 

議案第３０号 
令和６年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

について 
〃 

議案第３１号 
令和６年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて 
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別冊 

議案第３２号 
令和６年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 
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３１ 
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議案第３４号 令和６年度宇土市水道事業会計補正予算（第４号）について 〃 

議案第３５号 
令和６年度宇土市下水道事業会計補正予算（第４号）につい
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議案第３６号 令和７年度宇土市一般会計予算について 
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別冊 

議案第３７号 令和７年度宇土市国民健康保険特別会計予算について 〃 

議案第３８号 
令和７年度宇土市北段原土地区画整理事業特別会計予算につ

いて 
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別冊 

議案第３９号 令和７年度宇土市介護保険特別会計予算について 〃 

議案第４０号 令和７年度宇土市後期高齢者医療特別会計予算について 
３５ 

別冊 

議案第４１号 
令和７年度宇土市入学準備祝金給付基金特別会計予算につい
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〃 

議案第４２号 令和７年度宇土市水道事業会計予算について 
３６ 

別冊 

議案第４３号 令和７年度宇土市下水道事業会計予算について 〃 
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議案第１１号 

 

宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について 

 

宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 宇土市職員の退職手当に関する条例（昭和３８年条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

第１０条第１４項中「次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める」を「雇用

保険法第５６条の３第１項第１号に該当する者に係る就業促進手当について同条第４項の

規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する」に改め、同項各号を削

る。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）の改正に伴い、条例を改正

する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１２号 

 

宇土市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例を廃止する条例について 

 

宇土市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例を廃止する条例を次のように制

定する。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例を廃止する条例 

 宇土市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例（昭和５１年条例第３２号）

は、廃止する。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 本条例は、職員の人事の刷新と行財政の合理化を図るため、当分の間の特例として制定

されたものであり、制定から約５０年を経過している状況を鑑み廃止する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１３号 

 

宇土市職員の育児休業等に関する条例及び宇土市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例について 

 

宇土市職員の育児休業等に関する条例及び宇土市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市職員の育児休業等に関する条例及び宇土市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例 

 （宇土市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 宇土市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２１条第３項中「第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２９項」

を「第６１条の２第２０項」に改める。 

 （宇土市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第２条 宇土市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

第８条の２第２項中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの

子」に改め、同条第３項中「（職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として

当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当

該職員を除く。以下この項において同じ。）」を削り、同条第４項中「第２項中「３

歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、

及び前項中」を「及び前２項中」に改め、「（職員の配偶者で当該子の親であるもの

が、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する

場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。）」及び「（ただし、規則

で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。）」

を削る。 

第８条の３第１項中「第１５条第１項」を「第１０条第１項」に改める。 

第１５条第１項中「定める者」の次に「（第１５条の３第１項において「配偶者

等」という。）」を加える。 

第１５条の２の次に次の２条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１５条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至

ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度

又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他

の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（次条にお
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いて「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措

置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度（４月１

日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規定する事項を知らせな

ければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第１５条の４ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにす

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日か

ら施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を時間外勤務制限開始

日とする第２条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条の

２第２項の規定による請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する

ために行うものに限る。）を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定め

るところにより、当該請求を行うことができる。 

 

 

提案理由 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（令和３年法

律第７６号）の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１４号 

 

宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 宇土市一般職の職員の給与に関する条例（平成１２年条例第４４号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２の５の項を次のように改める。 

５ １ 課長の職務 

２ 事務総括及び技術総括の職務 

３ 高度な知識経験を必要とする業務を行う課長補佐及び主幹の職務 

４ 指導主事の職務 

別表第２の６の項中「指導主事」を「主任指導主事」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 令和７年度から任期付指導主事を任用するに当たり、等級別基準職務表を見直す必要が

あるため条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１５号 

 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。 

 

  令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５０年条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「現職の」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 附属機関の委員の報酬額に関し、要件を見直す必要があるため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

  



7 

議案第１６号 

 

宇土市網津防災センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 

宇土市網津防災センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

 

  令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市網津防災センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

宇土市網津防災センターの設置及び管理に関する条例（平成２９年条例第１６号）の一

部を次のように改正する。 

別表第１の備考を次のように改める。 

備考 

１ １時間未満の端数は、１時間として計算する。 

２ 使用者の過半数が市外居住者の場合の使用料は、本表に定める額の１０割増とす

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の宇土市網津防災センターの設置及び管理に関する条例の規定

は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る

使用料については、なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 宇土市網津防災センターの市外居住者の使用料を規定するため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１７号 

 

   宇土市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例

について 

 

 宇土市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

  令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例 

 宇土市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年条例第１９

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第４号中「その他」を「前３号に掲げるもののほか、」に改める。 

 第７条第２項第３号中「かかる」を「係る」に改め、同項第５号中「第２条第８項」を

「第２条第９項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１８号 

 

   宇土市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

 宇土市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。 

 

  令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部を改正する条例 

 宇土市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例（平成１７年条例第５号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１３条第１項」を「第１６条第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）の改

正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第１９号 

 

宇土市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

宇土市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

宇土市国民健康保険税条例（昭和３４年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４項中「並びに」を「及び」に改め、「及び世帯別平等割額」を削る。 

第３条第１項中「１００分の８．３」を「１００分の８．０４」に改める。 

第４条中「２２，０００円」を「２７，６００円」に改める。 

第５条第１号中「２２，０００円」を「１８，９００円」に改め、同条第２号中「１１，

０００円」を「９，４５０円」に改め、同条第３号中「１６，５００円」を「１４，１７

５円」に改める。 

第６条中「１００分の２．６」を「１００分の３．１６」に改める。 

第７条中「７，２００円」を「１０，７００円」に改める。 

第７条の２第１号中「５，８００円」を「７，４００円」に改め、同条第２号中「２，

９００円」を「３，７００円」に改め、同条第３号中「４，３００円」を「５，５５０円」

に改める。 

第８条中「１００分の２．３」を「１００分の２．８７」に改める。 

第９条中「８，８００円」を「１８，６００円」に改める。 

第９条の２を削る。 

第２３条第１項第１号ア中「１５，４００円」を「１９，３２０円」に改め、同号イ(ｱ)

中「１５，４００円」を「１３，２３０円」に改め、同号イ(ｲ)中「７，７００円」を「６，

６１５円」に改め、同号イ(ｳ)中「１１，５５０円」を「９，９２３円」に改め、同号ウ中

「５，０４０円」を「７，４９０円」に改め、同号エ(ｱ)中「４，０６０円」を「５，１８

０円」に改め、同号エ(ｲ)中「２，０３０円」を「２，５９０円」に改め、同号エ(ｳ)中「３，

０１０円」を「３，８８５円」に改め、同号オ中「６，１６０円」を「１３，０２０円」

に改め、同号カを削り、同項第２号ア中「１１，０００円」を「１３，８００円」に改め、

同号イ(ｱ)中「１１，０００円」を「９，４５０円」に改め、同号イ(ｲ)中「５，５００円」

を「４，７２５円」に改め、同号イ(ｳ)中「８，２５０円」を「７，０８８円」に改め、同

号ウ中「３，６００円」を「５，３５０円」に改め、同号エ(ｱ)中「２，９００円」を「３，

７００円」に改め、同号エ(ｲ)中「１，４５０円」を「１，８５０円」に改め、同号エ(ｳ)中

「２，１５０円」を「２，７７５円」に改め、同号オ中「４，４００円」を「９，３００

円」に改め、同号カを削り、同項第３号ア中「４，４００円」を「５，５２０円」に改め、

同号イ(ｱ)中「４，４００円」を「３，７８０円」に改め、同号イ(ｲ)中「２，２００円」を

「１，８９０円」に改め、同号イ(ｳ)中「３，３００円」を「２，８３５円」に改め、同号
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ウ中「１，４４０円」を「２，１４０円」に改め、同号エ(ｱ)中「１，１６０円」を「１，

４８０円」に改め、同号エ(ｲ)中「５８０円」を「７４０円」に改め、同号エ(ｳ)中「８６０

円」を「１，１１０円」に改め、同号オ中「１，７６０円」を「３，７２０円」に改め、

同号カを削り、同条第２項第１号ア中「３，３００円」を「４，１４０円」に改め、同号

イ中「５，５００円」を「６，９００円」に改め、同号ウ中「８，８００円」を「１１，

０４０円」に改め、同号エ中「１１，０００円」を「１３，８００円」に改め、同項第２

号ア中「１，０８０円」を「１，６０５円」に改め、同号イ中「１，８００円」を「２，

６７５円」に改め、同号ウ中「２，８８０円」を「４，２８０円」に改め、同号エ中「３，

６００円」を「５，３５０円」に改め、同条第３項第６号中「第９条の２」を「第９条」

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の宇土市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 国民健康保険事業の円滑な財政運営を確保するため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２０号 

 

宇土市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例について 

 

宇土市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例 

 宇土市放課後児童クラブ施設条例（平成２２年条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条の表中 

「 

宇土東小学校児童クラブ施設 宇土市築籠町４６番地２ 

」を 

「 

宇土東小学校児童クラブ施設 宇土市築籠町４６番地２ 

宇土東小学校第２児童クラブ施設 宇土市築籠町４６番地２ 

」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 宇土東小学校敷地内に新たに宇土東小学校第２児童クラブ施設を創設するため、条例を

改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２１号 

 

宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例について 

 

宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように制定する。 

 

 令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第

２１号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の

改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２２号 

 

   宇土市農業振興地域整備促進協議会条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市農業振興地域整備促進協議会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市農業振興地域整備促進協議会条例の一部を改正する条例 

 宇土市農業振興地域整備促進協議会条例（昭和４５年条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第７条中「農林水産課」を「農林政策課」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 市組織の見直しに伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２３号 

 

   宇土市下水道条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市下水道条例の一部を改正する条例 

 宇土市下水道条例（昭和５４年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項第７号中「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２４号 

 

   宇土市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例の一部を改正する条例 

 宇土市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例（平成２４年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

 第４条及び第５条を次のように改める。  

 （布設工事監督者の資格） 

第４条 法第１２条第２項（法第３１条において準用する場合を含む。）に規定する条例

で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。以下同じ。）

又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学において土木工学科又はこれに

相当する課程を修めて卒業した後、３年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河

川（以下この項において「水道等」という。）に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。） 

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工

学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、４年以上水道等に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者（２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者に限る。） 

(3) 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。）若しくは

高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校（次号に

おいて「短期大学等」という。）において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒

業した後（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において

同じ。）、５年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（２年６

月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和１８年勅

令第３６号）による中等学校（次号において「高等学校等」という。）において土木
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科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、７年以上水道等に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者（３年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者に限る。） 

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（４年以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(7) １０年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（５年以

上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(8) 第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において１

年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科にお

いて衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第１号の卒業者にあって

は２年以上、第２号の卒業者にあっては３年以上水道等に関する技術上の実務に従事

した経験を有するもの（第１号の卒業者にあっては１年以上、第２号の卒業者にあっ

ては１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(9) 外国の学校において、第１号から第６号までに規定する課程に相当する課程を、そ

れぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それ

ぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者（それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２分の１以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(10) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次試験のう

ち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択したもの

に限る。）であって、１年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する

もの（６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(11) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第１項及び第２項の規定

による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道等に

関する技術上の実務に従事した経験を有するもの（１年６月以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(12) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者 

２ 簡易水道事業、給水人口が５万人以下である水道事業又は１日最大給水量が２万５千

立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道（以下「簡易水道等」とい

う。）に係る前項の規定の適用については、同項第１号中「３年以上水道、工業用水道、

下水道、道路又は河川（以下この項において「水道等」という。）に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有するものに限る。）」とあるのは「１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者」と、同項第２号中「４年以上水道等に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者（２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に

限る。）」とあるのは「２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」

と、同項第３号中「５年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（２

年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるの

は「２年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第４
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号中「６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「３年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第５号中「７年以上水道

等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年６月以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「３年６月以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第６号中「８年以上水道等に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。）」とあるのは「４年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者」と、同項第７号中「１０年以上水道等の工事に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者（５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者に限る。）」とあるのは「５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者」と、同項第８号中「２年以上、第２号の卒業者にあっては３年

以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの（第１号の卒業者にあっ

ては１年以上、第２号の卒業者にあっては１年６月以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「１年以上、第２号の卒業者にあっては

１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの」と、同項第９号

中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（それぞ

れ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「水道等の最低経験年数の２分の１

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第１０号中「１年

以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの（６月以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「６月以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有するもの」と、同項第１１号中「３年以上水道等に

関する技術上の実務に従事した経験を有するもの（１年６月以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「１年６月以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有するもの」とする。 

（水道技術管理者の資格） 

第５条 法第１９条第３項（法第３１条及び第３４条第１項において準用する場合を含む。）

に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。 

(1) 前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科若しくは

土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（学校教育法による専門職大学

の前期課程にあっては、修了した後）、同項第１号に規定する学校を卒業した者につ

いては３年以上、同項第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学の

前期課程にあっては、修了した者）については５年以上、同項第５号に規定する学校

を卒業した者については７年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

(2) 前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において工学、理学、農学、

医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及び土木科並びにこ

れらに相当する課程を除く。）を修めて卒業した後（学校教育法による専門職大学の

前期課程にあっては、修了した後）、同項第１号に規定する学校を卒業した者につい
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ては４年以上、同項第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学の前

期課程にあっては、修了した者）については６年以上、同項第５号に規定する学校を

卒業した者については８年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(3) １０年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(4) 前条第１項第１号、第３号及び第５号に規定する学校において、工学、理学、農学、

医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した

（当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程（以下この号において

「専門職大学前期課程」という。）を修了した場合を含む。）後、同項第１号に規定

する学校の卒業者については５年以上、同項第３号に規定する学校の卒業者（専門職

大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。）については７年以上、同項第５

号に規定する学校の卒業者については９年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

(5) 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程又は前号に規定する課

程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等

以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程

を修了した者 

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格した者（選

択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。）であって、１年以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

(8) 建設業法施行令第３７条第１項及び第２項の規定による土木施工管理に係る１級の

技術検定に合格した者であって、３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経

験を有するもの 

２ 簡易水道等又は１日最大給水量が１万立方メートル以下である専用水道に係る前項の

規定の適用については、同項第１号中「３年以上」とあるのは「１年６月以上」と、「５

年以上」とあるのは「２年６月以上」と、「７年以上」とあるのは「３年６月以上」と、

同項第２号中「４年以上」とあるのは「２年以上」と、「６年以上」とあるのは「３年

以上」と、「８年以上」とあるのは「４年以上」と、同項第３号中「１０年以上」とあ

るのは「５年以上」と、同項第４号中「５年以上」とあるのは「２年６月以上」と、「７

年以上」とあるのは「３年６月以上」と、「９年以上」とあるのは「４年６月以上」と、

同項第５号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の２分の１以上」と、同

項第７号中「１年以上」とあるのは「６月以上」と、同項第８号中「３年以上」とある

のは「１年６月以上」とする。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

  

 

提案理由 

 水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）及び水道法施行規則（昭和３２年厚生省令
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第４５号）の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２５号 

 

   宇土市網田焼の里資料館条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市網田焼の里資料館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市網田焼の里資料館条例の一部を改正する条例 

宇土市網田焼の里資料館条例（平成７年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第３条第４号中「その他」を「前３号に掲げるもののほか、」に改める。 

 第６条第１号中「き損」を「毀損」に改める。 

 第９条を第１２条とする。 

第８条第１項中「置く」を「置くことができる」に改め、同条第２項第２号中「その他

市長」を「前号に掲げるもののほか、教育委員会」に改め、同条を第１１条とする。 

第７条の次に次の３条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第８条 資料館の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの（以下「指定管理

者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第５条第２項中「市

長」とあるのは「指定管理者」と、第６条中「宇土市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）」とあるのは「指定管理者」と、前条中「教育委員会」とあるのは「指定管

理者」と読み替えるものとする。 

（指定管理者の業務） 

第９条 前条第１項の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合に、当該指定

管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。 

(1) 第１条に規定する設置目的に基づく資料館運営の企画立案に関すること。 

(2) 第３条各号に掲げる事業に関すること。 

(3) 資料館の維持管理に関すること。 

(4) 資料館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が資料館の管理上必要と認める業務 

（利用料金） 

第１０条 第８条第１項の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合には、前

条に掲げる業務のほか、当該指定管理者に資料館の利用料金を収受させることができる。 

２ 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定め

る額とする。 

３ 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、第５条第２項の規定

に準じて、利用料金を減免することができる。 
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   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 宇土市網田焼の里資料館に指定管理者制度を導入するため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２６号 

 

   宇土市地域コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市地域コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市地域コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

宇土市地域コミュニティセンター条例（平成２４年条例第１５号）の一部を次のように 

改正する。 

別表第１の１ 花園コミュニティセンターの表備考に次の１項を加える。 

５ 使用者の過半数が市外居住者の場合の使用料Ａは、１０割増とする。 

別表第１の２ 網田コミュニティセンターの表備考に次の１項を加える。 

５ 使用者の過半数が市外居住者の場合の使用料Ａは、１０割増とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の宇土市地域コミュニティセンター条例の規定は、この条例の

施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 花園コミュニティセンター及び網田コミュニティセンターの市外居住者の使用料を規定

するため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２７号 

 

   辺地総合整備計画の変更について 

 

 宇土市の辺地総合整備計画（令和５年１２月１５日策定）の一部を次のとおり変更する。 

 

  令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

 辺地に係る総合整備計画を変更するには、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財

政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条の規定により、議会の

議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 



 

辺地別公共的施設整備計画（令和６年度から令和１０年度までの５年間）の表中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺地別公共的施設整備計画（令和６年度から令和１０年度までの５年間）

特定財源 一般財源
一般財源のうち
辺地対策事業債
の予定額

道路 ６～１０

道路改良舗装
L=３，２００m、 W=５．０m

（一部W=６．５m）
道路新設工事

L=１６０m、 W=５．０m

７５５，０００ ７５５，０００ ７５５，０００

農道 ６～１０
農道拡幅工事

L=６００m、W=約６．５m
３３５，０００ ３３５，０００ ３３５，０００

防火水槽 ６～１０
４０ｔ耐震性
防火水槽設置

１１，０００ １１，０００ １１，０００

防災基盤整備 ６
小型動力ポンプ付

積載車購入
９，０４２ ９，０４２ ９，０００

干潟景勝地
展望広場整備

６～７
景勝地展望所A=３，７００㎡

景勝地展望施設一式
休憩施設一式

３４０，７００ ３４０，７００ ３４０，７００

網田レトロ館
耐震改修

６
耐震改修工事
及び工事監理

９０，５００ ９０，５００ ９０，５００

網田コミュニティ
センター建設事業

６
工事監理、建設工事、
登記手数料、事務費

５５８，４７０ ５５８，４７０ ４７０，７００

網津辺地 道路 ６～１０

法面対策工事
L=１００m、H=３．０m

道路改良舗装
L=５００m、W=４．０m

６６，０００ ６６，０００ ６６，０００

網田辺地

（単位：千円）

辺地名 施設名 計画年度 事業計画 事業費

財源内訳

2
5

 



 

 

 

 

 

                                                          」を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花園辺地 道路 ６～９
道路改良舗装

L=４００m、 W=７．０m
４０，０００ ４０，０００ ４０，０００

２，２０５，７１２ ０ ２，２０５，７１２ ２，１１７，９００合計

辺地別公共的施設整備計画（令和６年度から令和１０年度までの５年間）

特定財源 一般財源
一般財源のうち
辺地対策事業債
の予定額

道路 ６～１０

道路改良舗装
L=３，０２０ｍ、 W=５．０m

（一部W=６．０m、W=６．５m）
道路新設工事

L=１６０m、 W=５．０m

８７１，６００ ８７１，６００ ８７１，６００

農道 ６～１０
農道拡幅工事

L=６００m、W=約６．５m
３３５，０００ ３３５，０００ ３３５，０００

防火水槽 ６～１０
４０ｔ耐震性
防火水槽設置

１１，０００ １１，０００ １１，０００

防災基盤整備事業 ６
小型動力ポンプ付

積載車購入
９，０４２ ９，０４２ ９，０００

干潟景勝地
展望広場整備事業

６～７
景勝地展望所A=３，７００㎡

景勝地展望施設一式
休憩施設一式

３７２，２００ ３７２，２００ ３７２，２００

干潟景勝地戸口
駐車場整備事業

７

道路整備工事　L=１３４m
測量設計一式（駐車場、照明

灯、トイレ）
駐車場整備工事A=２，２５０㎡

照明灯整備工事一式
トイレ整備工事一式

１２２，０００ １２２，０００ １２２，０００

網田レトロ館
耐震改修事業

６
耐震改修工事
及び工事監理

９０，５００ ９０，５００ ９０，５００

網田コミュニティ
センター建設事業

６
工事監理、建設工事、
登記手数料、事務費

５５８，４７０ ５５８，４７０ ４７０，７００

財源内訳

網田辺地

（単位：千円）

辺地名 施設名 計画年度 事業計画 事業費

2
6

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」に改める。 

 

 

 

 

 

網田レトロ館
耐震改修事業

６
耐震改修工事
及び工事監理

９０，５００ ９０，５００ ９０，５００

網田コミュニティ
センター建設事業

６
工事監理、建設工事、
登記手数料、事務費

５５８，４７０ ５５８，４７０ ４７０，７００

網津辺地 道路 ６～１０

法面対策工事
L=１００m、H=３．０m

道路改良舗装
L=５００m、W=４．０m

６７，１００ ６７，１００ ６７，１００

花園辺地 道路 ６～１０
道路改良舗装

L=４００m、 W=７．０m
４０，８００ ４０，８００ ４０，８００

２，４７７，７１２ ０ ２，４７７，７１２ ２，３８９，９００合計

2
7
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議案第２８号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

  令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

   宇土マリーナ 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   株式会社グッドスタッフ 

 

３ 指定の期間 

   令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

提案理由 

 指定管理者を指定するには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第２９号 

 

令和６年度宇土市一般会計補正予算（第７号）について 

 

令和６年度宇土市一般会計補正予算（第７号）を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３０号 

 

令和６年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について 

 

令和６年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第３１号 

 

令和６年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第４号）について 

 

令和６年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３２号 

 

令和６年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

 

令和６年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第３３号 

 

令和６年度宇土市入学準備祝金給付基金特別会計補正予算（第１号）について 

 

令和６年度宇土市入学準備祝金給付基金特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定

める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３４号 

 

令和６年度宇土市水道事業会計補正予算（第４号）について 

 

令和６年度宇土市水道事業会計補正予算（第４号）を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第３５号 

 

令和６年度宇土市下水道事業会計補正予算（第４号）について 

 

令和６年度宇土市下水道事業会計補正予算（第４号）を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第３６号 

 

令和７年度宇土市一般会計予算について 

 

令和７年度宇土市一般会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、議会の議決を

必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第３７号 

 

令和７年度宇土市国民健康保険特別会計予算について 

 

令和７年度宇土市国民健康保険特別会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、議会の議決を

必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第３８号 

 

令和７年度宇土市北段原土地区画整理事業特別会計予算について 

 

令和７年度宇土市北段原土地区画整理事業特別会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、議会の議決を

必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第３９号 

 

令和７年度宇土市介護保険特別会計予算について 

 

令和７年度宇土市介護保険特別会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、議会の議決を

必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第４０号 

 

令和７年度宇土市後期高齢者医療特別会計予算について 

 

令和７年度宇土市後期高齢者医療特別会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、議会の議決を

必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第４１号 

 

令和７年度宇土市入学準備祝金給付基金特別会計予算について 

 

令和７年度宇土市入学準備祝金給付基金特別会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、議会の議決を

必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 



36 

 

議案第４２号 

 

令和７年度宇土市水道事業会計予算について 

 

令和７年度宇土市水道事業会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、議会の議

決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第４３号 

 

令和７年度宇土市下水道事業会計予算について 

 

令和７年度宇土市下水道事業会計予算を別冊のとおり定める。 

 

令和７年２月２８日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、議会の議

決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 


